
議案第１１号

向日市事務分掌条例の全部改正について

向日市事務分掌条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

平成３０年２月２３日提出

向日市長 安 田 守
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条例第 号

向日市事務分掌条例

向日市事務分掌条例（平成１６年条例第１３号）の全部を改正す

る。

（設置)

第１条 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１５８条第１項の

規定に基づき、次の部を設置する。

ふるさと創生推進部

総務部

環境経済部

市民サービス部

建設部

上下水道部

（分掌事務)

第２条 各部の主な分掌事務は、次のとおりとする。

ふるさと創生推進部

(1) 秘書に関すること。

(2) 市政の総合的な計画、企画及び調整に関すること。

(3) 広報及び広聴に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 市民協働に関すること。

(6) 人権政策に関すること。

(7) 男女共同参画に関すること。
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総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 契約及び財産管理に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 自治振興に関すること。

(5) 財政に関すること。

(6) 職員に関すること。

(7) 電子自治体に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報保護に関すること。

(10) 他の部の所管に属さないこと。

環境経済部

(1) 防災に関すること。

(2) 防犯に関すること。

(3) 環境保全に関すること。

(4) 廃棄物の減量及び収集に関すること。

(5) 市税に関すること。

(6) 商工業に関すること。

(7) 農林業に関すること。

市民サービス部

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 障がい者福祉に関すること。

(4) 高齢者福祉に関すること。

(5) 母子福祉に関すること。
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(6) 児童福祉に関すること。

(7) 介護保険に関すること。

(8) 健康づくり及び保健予防に関すること。

(9) 国民健康保険に関すること。

(10) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(11) 国民年金に関すること。

建設部

(1) 都市計画及び土地利用に関すること。

(2) 開発指導に関すること。

(3) 土地区画整理事業に関すること。

(4) 市施設の営繕に関すること。

(5) 住宅政策及び空家対策に関すること。

(6) 道路、河川その他土木に関すること。

(7) 公園及び緑化に関すること。

(8) 交通に関すること。

上下水道部

下水道に関すること。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成３０年７月１日から施行する。

（向日市行財政改善審議会条例の一部改正）

２ 向日市行財政改善審議会条例（昭和６０年条例第１２号）の一

部を次のように改正する。

第６条中「市長公室」を「ふるさと創生推進部」に改める。

（向日市総合計画審議会条例の一部改正）
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３ 向日市総合計画審議会条例（平成２年条例第１５号）の一部を

次のように改正する。

第９条中「市長公室」を「ふるさと創生推進部」に改める。

（向日市特別土地保有税審議会条例の一部改正）

４ 向日市特別土地保有税審議会条例（昭和５３年条例第１４号）

の一部を次のように改正する。

第５条中「総務部税務課」を「環境経済部」に改める。

（向日市福祉問題審議会条例の一部改正）

５ 向日市福祉問題審議会条例（昭和５５年条例第１５号）の一部

を次のように改正する。

第９条中「健康福祉部」を「市民サービス部」に改める。



〈参 考〉

向日市行財政改善審議会条例の一部改正（附則第２項関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

(庶務) (庶務)

第６条 審議会の庶務は、ふるさと創生推進部において処 第６条 審議会の庶務は、市長公室 において処

理する。 理する。

向日市総合計画審議会条例の一部改正（附則第３項関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

(庶務) (庶務)

第９条 審議会の庶務は、ふるさと創生推進部において処 第９条 審議会の庶務は、市長公室 において処

理する。 理する。

向日市特別土地保有税審議会条例の一部改正（附則第４項関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

(庶務) (庶務)

第５条 審議会の庶務は、環境経済部 において処理す 第５条 審議会の庶務は、総務部税務課において処理す

る。 る。
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向日市福祉問題審議会条例の一部改正（附則第５項関係）

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

(庶務) (庶務)

第９条 審議会の庶務は、市民サービス部において処理す 第９条 審議会の庶務は、健康福祉部 において処理す

る。 る。


